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北
方
領
土
返
還
要
求
行
進
に
対
す
る
外
務
省
の
関
与
並
び
に
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

北
海
道
根
室
市
、
根
室
管
内
の
別
海
町
、
中
標
津
町
、
標
津
町
、
羅
臼
町
で
構
成
さ
れ
る
北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
対
策
根

室
管
内
市
・
町
連
絡
協
議
会
（
以
下
、
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
主
催
で
二
〇
〇
七
年
十
二
月
一
日
に
行
わ
れ
た
北
方
領
土

返
還
要
求
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
北
方
領
土
返
還
要
求
行
進
（
以
下
、
「
行
進
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
「
政
府
答
弁
書
」
（
内

閣
衆
質
一
六
八
第
三
七
九
号
）
の
内
容
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
政
府
答
弁
書
」
に
よ
り
、
「
協
議
会
」
よ
り
外
務
省
に
対
し
て
は
「
行
進
」
当
日
の
参
加
要
請
は
な
さ
れ
ず
、
内
閣
府

に
対
し
て
は
参
加
要
請
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
「
行
進
」
当
日
に
外
務
省
が
職
員
を
職
務
と
し
て
参
加
さ
せ

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
外
務
省
と
し
て
は
、
職
務
と
し
て
職
員
を
派
遣
す
る
か
否
か
な
ど
に

つ
い
て
は
、
行
進
の
主
催
者
か
ら
の
要
請
の
有
無
等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な

『
齟
齬
』
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
で
い
う
「
行
進
の
主
催
者
か
ら
の
要

請
の
有
無
等
」
と
は
、
具
体
的
に
何
を
指
す
か
。
外
務
省
が
「
行
進
」
当
日
に
職
員
を
職
務
と
し
て
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
を

決
定
し
た
要
因
に
、
「
協
議
会
」
か
ら
参
加
要
請
が
な
か
っ
た
こ
と
以
外
に
何
が
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
政
府
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
「
外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
北
方
領
土
返
還
要
求
行
進
は
、
北
方
領
土
返
還
実
現
に

一



向
け
た
外
交
交
渉
を
後
押
し
す
る
国
民
世
論
の
高
揚
を
図
る
取
組
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
必
要
な

関
与
及
び
協
力
を
行
っ
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
「
行
進
」
の
実
施
に
至
る
ま
で
、
外
務
省
と
し
て
「
協
議
会
」
等

関
連
団
体
に
対
し
て
必
要
な
関
与
及
び
協
力
を
行
っ
て
き
た
こ
と
は
理
解
す
る
が
、
し
か
し
、
外
務
省
が
「
行
進
」
を
北
方

領
土
返
還
実
現
に
向
け
た
外
交
交
渉
を
後
押
し
す
る
国
民
世
論
の
高
揚
を
図
る
上
で
有
意
義
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
な
ら

ば
、
「
協
議
会
」
か
ら
当
日
の
参
加
要
請
が
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
外
務
省
と
し
て
自
主
的
に
「
行
進
」
当
日
に
職
員
を
参
加

さ
せ
る
、
ま
た
は
せ
め
て
外
務
大
臣
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
、
職
員
が
そ
れ
を
代
読
す
る
と
い
っ
た
形
で
「
行
進
」
当
日
に

お
い
て
も
更
な
る
関
与
、
協
力
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
北
方
領
土
返
還
実
現
に
向
け
た
外
交
交
渉
を
後
押
し
す
る
国
民
世
論
の

更
な
る
高
揚
を
図
る
上
で
よ
り
大
き
な
効
果
が
得
ら
れ
、
我
が
国
内
外
に
対
し
て
、
外
務
省
ひ
い
て
は
日
本
政
府
が
本
気
で

北
方
領
土
問
題
解
決
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
得
た
の
で
は
な
い
の
か
。
「
行
進
」
の
実
施
に

至
る
ま
で
の
関
与
及
び
協
力
に
加
え
て
、
「
行
進
」
当
日
に
も
外
務
省
と
し
て
更
な
る
関
与
及
び
協
力
を
行
う
余
地
が
あ
っ

た
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

三

二
で
、
外
務
省
が
そ
う
考
え
ず
、
あ
く
ま
で
「
行
進
」
の
実
施
に
至
る
ま
で
に
行
っ
た
関
与
及
び
協
力
で
十
分
だ
と
考
え

る
の
な
ら
ば
、
そ
う
考
え
る
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


